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お知らせ

河川愛護月間「絵手紙」入賞作品決定

市立西中学校から３人が受賞！

　国土交通省が河川愛護月間の活動の一環として絵手
紙を募集したところ、全国から 962 点の応募があり、
20 点の作品が受賞しました。受賞した中の 3 点が市
立西中学校の生徒（優秀賞：北川 真

ま い
衣さん、優良賞：北原 

怜
れ な

和さん、審査員特別賞：武田 結
ゆ ら

良さん）の作品であり、3
月 5 日に同校で表彰式が行われました。
　優秀賞を受賞した北川さんは、「立派な賞を受賞でき
てよかったです。」と嬉しそうに話されていました。 ▲左から 武田さん、北川さん、北原さん

市立病院職員募集（令和 7 年 4 月 1 日採用予定）

職種・人数  
①薬剤師　2 人程度　②看護師　30 人程度
受験資格 
▶免許取得見込みの人
①令和 7 年 3 月 31 日までに薬剤師の国家試験を受験
②令和 7 年 3 月 31 日までに看護師の国家試験を受験
▶免許を有する人
①平成元年 4 月 2 日以降生まれ
②昭和 54 年 4 月 2 日以降生まれ
試験日 
① 4 月 21 日㈰
②第１回：4 月 27 日㈯、第２回：5 月 6 日㈪
受付期限 ① 4 月 10 日㈬　② 4 月 17 日㈬
※募集要項など、詳しくは市立病院ホームページ（QR
コード）をご覧いただくか、お問い合わせください。
問 市立病院職員課　☎ 22-6050　FAX 26-0754

マイナンバーカード交付休日開庁日（予約者優先）

 4 月 14 日㈰ 9：30 ～ 13：00（受付 9：30 ～ 12：30）
場 市役所本庁舎（元町）1 階
他 詳しくは窓口予約システム（QR コード）
または彦根市ホームページをご覧ください。

【HP 番号：22434】

マイナンバーカード訪問申請

　職員がご自宅などへ訪問し、写真撮影（無料）など
の申請のサポートを行います。本人確認書類などの
要件が揃っている場合、後日マイナンバーカードを
簡易書留でご自宅へお届けいたします（要予約）。
　ライフサービス課窓口・証明書発行コーナー（福祉
センター）でも同様に、申請のサポートを行っていま
す（予約不要）。【HP 番号：11191】

共通事項

問 ライフサービス課　☎ 30-6151　FAX 22-1398

わだいのひろば

彦根の新しいカルタ「ひこねいろカルタ」

市内小学校などに寄贈しました！

　市民と市が協働で組織する「彦根市シティプロモー
ション戦略推進委員会」が、今の彦根を楽しく知って
もらうことを目的に制作したカルタを、市内の小学校
や放課後児童クラブ、高齢者施設などに寄贈しました。
　3 月 11 日には市立城西小学校で寄贈式とカルタの
授業を行いました。
　参加した児童からは「これ知ってる！」「もっと遊び
たい！」など、楽しい声がたくさん聞かれました。

▲城西小学校でのカルタの授業の様子

問 彦根市コールセンター「臨時特別給付金」担当　☎ 0120-139-105
（土・日曜・祝日を除く 9：00 ～ 17：00）【HP 番号：24365】

給付対象者 次の全ての条件を満たす世帯主
▶令和 5 年 12 月 1 日時点で彦根市に住民票がある世帯　▶令和 5 年度住民税均等割のみ課税されている世帯
※住民税非課税世帯、または世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯は対象外です。
※すでにマイナンバーカードで公金受取口座を登録済の人は、その口座に振り込みます。

　デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、下記のとおり給付金を給付します。

令和５年度住民税均等割のみ課税世帯、低所得者の子育て世帯への給付金について

①住民税均等割のみ課税されている世帯に 10 万円を給付

＜住民税の「均等割」「所得割」とは＞
　住民税は、前年 1 年間（1 月～ 12 月）の所
得に対して、課税される税金です。税額は

「均等割」「所得割」の合計額です。

均等割  前年の所得金額・控除の多少にかかわらず、ある
　　　 一定の所得がある人に均等に課税される税金。

所得割  前年 1 年間（1 月～ 12 月）の所得をもとに計算さ
　　　 れる税金。

②低所得者の子育て世帯の児童 1 人あたり 5 万円を給付

給付対象者 次の全ての条件を満たす世帯主
▶令和 5 年 12 月 1 日時点で彦根市に住民票がある世帯
▶令和 5 年度住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税されている世帯
▶ 18 歳以下（平成 17 年 4 月 2 日生まれ以降）の子どもがいる世帯（基準日時点で同一世帯であることが必要です）。
※基準日以降に生まれた新生児も対象となります（令和 6 年４月 1 日までに出生した新生児）。
※世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯は対象外です。

受給方法（上記①②共通）

【対象 A】お知らせ文書（口座情報記

載済）が届いた世帯

＜申請不要＞※ただし、口座変更や辞退を希望する場合のみ、
同封の書類に必要事項を記入し、4 月 10 日㈬までに郵送（必着）
してください。

【対象 B】申請書、または確認書が
届いた世帯

＜申請が必要＞同封の書類に必要事項を記入し、5 月 31 日
㈮までに郵送（消印有効）してください。

振込日 【対象 A】口座変更がない場合：4 月下旬頃（予定）　口座変更がある場合：5 月下旬頃（予定）

【対象 B】受付完了（申請などに必要な書類を全て提出）から約 1 か月後（予定）

※すでに実施済の物価高騰対応重点支援給付金（7 万円）または、今回実施の①住民税均等割のみ課税世帯への
給付金（10 万円）と同一口座に振り込みます。

※上記の給付要件に該当し、別世帯だが扶養している 18 歳以下の児童がいる（児童手当制度における、別居監護申
立書を提出しているなど）場合は、申請が必要です。申請書を彦根市ホームページからダウンロード、もしくはコー
ルセンターまでお問い合わせください。

PICKPICK  UP!UP!

対象 A または B の世帯には、3 月下旬頃から案内を送付します。


